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論文式試験問題集［倒 産 法］
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［倒 産 法］

〔第１問〕（配点：５０）

次の事例について，以下の設問に答えなさい。

【事 例】

Ａ株式会社（以下「Ａ社」という。）は，平成８年に設立された機械部品の製造販売を業とす

る会社であり，近隣の工場に製造した工作機械の部品等を卸していた。

Ａ社は，平成２６年初め頃からの急激な円安により原材料費が急騰したため，同年８月頃から

急速に資金繰りを悪化させ，同年１１月末には支払不能に陥った。そこで，Ａ社は，同年１２月

１０日，債権者及び売掛先に弁護士受任通知を発して支払を停止した上，同月１５日，破産手続

開始の申立てをしたところ，同月１７日，破産手続開始の決定がされ，破産管財人Ｘが選任され

た。

〔設 問〕 以下の１及び２については，それぞれ独立したものとして解答しなさい。

１．上記事例において，ＸがＡ社の売掛金台帳を調査したところ，部品納入先であるＢに対して，

平成２６年１０月１日から同年１１月末日分までの納入分に係る合計２１６万円の売掛債権

（以下「本件売掛債権」という。）が未収となっていることが判明した。そこで，Ｘは，Ｂに

対し，平成２７年１月末日までに本件売掛債権２１６万円を支払うよう催告した。

上記催告を受けたＢは，Ｘに対し，「本件売掛債権については，平成２６年１２月１２日，

同月１１日付けの確定日付のある証書により，Ａ社からＹ社に譲渡された旨の債権譲渡通知を

受領したため，同月１５日，Ｙ社に対して全額を支払った。」と説明した。

そこで，Ｘが更に調査をしたところ，Ａ社とＹ社との間においては，平成２４年５月１０日

にＡ社がＹ社から設備投資のため１０００万円の融資を受けるに当たり，Ａ社のＢに対する売

掛債権について，同日，次のとおりの債権譲渡契約が締結されていることが判明した。

（債権譲渡）

１ Ａ社は，Ａ社がＹ社に対して負担する一切の債務を担保するため，Ａ社がＢに対して現

に有する売掛債権及び将来取得する売掛債権をＹ社に包括的に譲り渡す。

（効力発生時期）

２ 前項の譲渡の効力は，Ａ社が，支払を停止したとき又は破産手続開始の申立てをしたと

きにその効力を生ずる。

また，Ｙ社は，上記債権譲渡契約の締結に当たり，将来の債権譲渡通知のために，Ａ社から

委任状等の必要書類をあらかじめ受領しており，Ｂが平成２６年１２月１２日に受領した債権

譲渡通知は，Ａ社が同月１０日に支払を停止したため，上記債権譲渡の効力が発生したとして，

Ｙ社がＡ社を代理して行ったものであることも判明した。

この調査結果を踏まえ，Ｘは，Ｙ社に対し，否認権を行使することにより，Ｙ社がＢから受

領した本件売掛債権に係る売掛金２１６万円の返還を求めて訴えを提起しようと考えている。

この場合に，Ｘの否認権の行使を基礎付ける法律構成としてどのようなものが考えられるか，

またＸの否認権の行使が認められるかどうかについて，予想されるＹ社の反論を踏まえて，論

じなさい。

２．Ａ社は，破産手続開始前，製造した部品を納入するため，トラック１台（以下「本件車両」

といい，道路運送車両法第５条第１項の適用を受けるものとする。）を使用しており，破産手

続開始時において，同車両はＡ社の占有下にあったが，自動車登録ファイルに登録された所有

者は，自動車販売会社であるＣ社であった。そこで，Ｘは，Ｃ社に対し，登録名義の変更を求
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めたが，逆に，Ｃ社の系列信販会社であるＺ社から，本件車両を同社に引き渡すよう求められ

た。

そこで，Ｘが調査をしたところ，本件車両は，平成２５年１０月１０日にＣ社がＡ社に対し

代金４００万円で売却したものであり，その際，Ｃ社に対して頭金６４万円が支払われ，残代

金である３３６万円（以下「本件残代金」という。）の支払等については，同日，Ａ社，Ｃ社

及びＺ社の三者間において，次のとおりの契約が締結されている事実が判明した。

（本件残代金の支払等）

１ Ａ社は，Ｚ社に対し，本件残代金３３６万円を自己に代わってＣ社に立替払することを

委託し，本件残代金に手数料である２４万円を加算した３６０万円を平成２５年１０月か

ら平成２７年９月までの各月末日限り２４回に分割してＺ社に支払う（以下，このＡ社の

支払債務を「本件立替払金等債務」という。）。

（所有権の留保）

２ 本件車両の所有権は，Ｃ社のＡ社に対する本件残代金債権を担保するために，Ｃ社に留

保する。

（留保所有権の移転）

３ Ａ社は，登録名義のいかんを問わず，Ｃ社に留保されている本件車両の所有権が，Ｚ社

がＣ社に本件残代金を立替払することによってＺ社に移転し，Ａ社が本件立替払金等債務

を完済するまでＺ社に留保されることを承諾する。

（本件車両による弁済）

４⑴ Ａ社が本件立替払金等債務の支払を１回でも怠ったときは当然に期限の利益を失い，

その場合，同社は，Ｚ社に対する弁済のため，直ちに本件車両の保管場所を明らかにし，

本件車両をＺ社に引き渡す。

⑵ Ｚ社は，本件車両の引渡しを受けた場合には，その評価額をもって，本件立替払金等

債務の弁済に充当することができる。

Ｘが更に調査をした結果，Ｚ社が，平成２５年１０月１５日，上記契約に基づき，Ｃ社に対

し，本件残代金３３６万円を立替払していること，Ａ社が，本件立替払金等債務について，平

成２６年１１月末日分の支払を怠っていることが判明した。Ｚ社は，Ｘに対して，本件車両の

引渡しを求める法的根拠として上記契約の４⑴の条項を摘示した上，Ａ社が，本件立替払金等

債務について，同年１１月末日分の支払を怠ったため，当然に期限の利益を失ったと主張して

いる。

以上の調査結果を踏まえ，Ｘとして，Ｚ社からの本件車両の引渡請求に対していかなる主張

をすることが考えられるか，またその主張が認められるかどうかについて，予想されるＺ社の

反論を踏まえて，論じなさい。

（参照条文）道路運送車両法

第５条 登録を受けた自動車の所有権の得喪は，登録を受けなければ，第三者に対抗することができ

ない。

２ （略）
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〔第２問〕（配点：５０）

次の事例について，以下の設問に答えなさい。

【事 例】

食品製造会社であるＡ株式会社（以下「Ａ社」という。）は，平成２６年２月頃，販売する製

品に虫の死がいが入っていたことが発見されたことから，生産を一時停止し，販売した製品を回

収しなければならない事態となり，同年３月末の借入債務の返済及び仕入代金の支払のために発

行した約束手形の決済等ができない見通しとなった。そこで，Ａ社は，同月２５日に再生手続開

始の申立てをしたところ，同日，監督命令を受け，同年４月２日，再生手続開始の決定を受けた。

〔設 問〕 以下の１及び２については，それぞれ独立したものとして解答しなさい。

１．Ａ社は，再生手続開始の決定時において，現に稼働している工場及びその敷地（以下，まと

めて「工場不動産」という。）並びに使用していない旧工場の跡地（以下「本件土地」という。）

を所有していた。なお，工場不動産の評価額は３０００万円，本件土地の評価額は５０００万

円であり，本問を通じて，各評価額については争いがないものとする。

Ａ社は，Ｂ銀行からの２億円の借入債務を被担保債権として，同銀行のために，工場不動産

及び本件土地に第１順位の抵当権（共同抵当）を設定し，その登記をするとともに，金融業者

Ｃ社からの１０００万円の借入債務を被担保債権として，同社のために，本件土地に第２順位

の抵当権を設定し，その登記をした。そして，これらの抵当権は再生手続開始の決定時におい

て存続していた。

Ａ社の事業計画においては，本件土地は処分する一方，工場不動産は確保して事業を継続す

ることとされており，本件土地の売却代金及び事業収益を再生債権の弁済等（別除権協定に基

づく債務の弁済を含む。）に充てることが予定されていた。Ａ社は，その計画の実現のため，

Ｂ銀行との間で別除権協定を締結し，次のとおり合意した。

１ Ａ社は，Ｂ銀行に対し，本件土地及び工場不動産の評価額の合計に相当する８０００万

円を次のとおり分割して支払う。

① 再生計画認可決定の確定後１か月以内に５００万円

② 同確定後６か月以内に５０００万円

③ 同確定後１年以内に５００万円

④ 同確定後２年以内に５００万円

⑤ 同確定後３年以内に５００万円

⑥ 同確定後４年以内に５００万円

⑦ 同確定後５年以内に５００万円

２ １の各支払をＡ社が遅滞しない限り，Ｂ銀行は，本件土地及び工場不動産に設定された

抵当権を実行しない。

３ Ａ社が１の各支払を遅滞なく完了したときは，Ｂ銀行は，本件土地及び工場不動産に設

定された抵当権を全て抹消する。ただし，１の各支払の完了前であっても，１①及び②の

支払が遅滞なく完了したときは，Ｂ銀行は，本件土地について設定された抵当権を抹消す

る。

なお，Ａ社は，本件土地の売却代金を上記１②の５０００万円の支払に充てることを予定し

ており，上記別除権協定の締結に先立ち，監督委員の同意を得て，Ｄ社との間で，本件土地に

設定された各抵当権の抹消を条件に本件土地を５０００万円で売買する契約を結んでいた。こ

のため，Ａ社及びＢ銀行は，上記３ただし書の規定を設け，上記１①及び②の支払が遅滞なく

完了した場合には，本件土地について設定された抵当権を抹消することとしたものである。
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一方，Ａ社は，Ｃ社に対しては，本件土地の価値に余剰がないことを考慮し，少額の支払と

引換えに抵当権を抹消することを要請したが，Ｃ社はこれに応じなかった。そのため，Ａ社の

再生計画は平成２６年１０月に認可されたにもかかわらず，Ｃ社の抵当権に関しては，抹消に

関する合意が成立していなかった。

Ａ社は，Ｃ社の抵当権を抹消することができないとすれば，Ｂ銀行との別除権協定に基づく

債務を履行することができないために工場不動産について抵当権が実行され，その結果，再生

計画の履行ができなくなるのではないかと考え，本件土地について担保権消滅の許可の申立て

をすることとした。なお，担保権消滅の許可の申立てが認められた場合に必要となる資金につ

いては，Ｄ社から融資を受け，売買代金と相殺する予定であった。

この場合，Ａ社による担保権消滅の許可の申立てが認められるかどうかについて，論じなさ

い。

２．Ａ社の再生計画案は可決され，平成２６年１０月３１日に再生計画認可の決定がなされ，そ

の認可決定は，同年１１月２８日に確定した。Ａ社の再生計画の権利変更の定めは，確定再生

債権の１０パーセントを５回に均等分割し，これを平成２７年から平成３１年まで各年３月末

日限り支払い，その余は再生計画認可の決定の確定時に免除を受けるという内容のものであっ

た。

同認可の決定の確定後，Ｅ及びＦは，Ａ社に対し，以下のとおり，Ａ社に対する債権の弁済

を求めた。

Ｅは，平成２０年創業の個人事業者であり，同年からＡ社に食品原料の納入を行っており（継

続的に納入する義務を負っていたわけではないものとする。)，Ａ社の再生手続開始の決定当

時，Ａ社に対し，２か月分(平成２６年２月分及び同年３月分。ただし，同月２０日までに納

入済みであった。)の未払売掛金債権１００万円（同年２月分として６０万円，同年３月分と

して４０万円）を有していた。Ａ社及びＥは，同年２月のＡ社製品への虫混入事件の発覚以降，

Ａ社の要請に基づき，債務の繰延べに関する協議を行っており，Ａ社が再生手続開始の申立て

をした時点では，合意内容はほぼ固まりつつあった。ところが，Ａ社が同申立てをしたことか

ら，協議は中断され，再生手続の開始に伴い，Ｅに対して，Ａ社の再生手続開始の決定に関す

る通知がされた。Ｅは，同年２月分の売掛金債権については，再生手続において，債権届出を

行ったが，同年３月分の売掛金債権（以下「本件売掛金債権」という。）については，もとも

との弁済期が再生手続開始決定後の同年４月１５日であったため，再生手続の対象にならない

と考え，届出をしなかった。Ａ社も，食品原料の仕入先をＥから他の事業者に切り替えていた

こともあり，本件売掛金債権については失念し，認否書に記載しなかった。そのため，Ｅの本

件売掛金債権は，再生債権者表に記載されず，また再生計画においても変更されるべき権利と

して明示されなかった。その後，Ｅは，平成２７年１月，Ａ社に対し，本件売掛金債権４０万

円の支払を求めた。

Ｆは消費者であり，Ａ社製造の食品をインターネット経由で継続的に購入していたところ，

平成２６年３月初旬，原因不明の発しんが出て病院で治療を受けた。その後，同年１２月，Ａ

社が製造した食品を摂取した消費者に発しん等の健康被害が複数発生しているとの報道がさ

れ，検査の結果，Ｆに生じた発しんもＡ社の食品を摂取したことが原因であることが判明した。

そこで，Ｆは，Ａ社に対し，発しんの治療費等を含む損害の賠償として１００万円の支払を求

めたが，Ａ社は，Ｆの主張する損害賠償請求権（以下「本件損害賠償請求権」という。）は，

再生債権者表に記載されず，また再生計画においても変更されるべき権利として明示されてい

ないために，Ｆの求めには応じられないと回答してきた。このため，Ｆは，平成２７年１月，

Ａ社に対し，本件損害賠償請求権に基づき，１００万円の支払を求めた。

上記事例において，Ｅの有する本件売掛金債権及びＦの有する本件損害賠償請求権が民事再

生法上どのように取り扱われるかについて，論じなさい。
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論文式試験問題集［租 税 法］
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［租 税 法］

〔第１問〕（配点：４０）

弁護士であるＡは，平成２０年４月１日，いわゆる企業内弁護士として，Ｂ株式会社（以下「Ｂ

社」という。）に採用され，同日からＢ社の法務部長として勤務していた。採用時の契約において

は，勤務期間は平成２５年３月３１日までの５年間とされ，この間，Ｂ社所定の給与規程に基づく

給与の支払を受けるほか，５年間の勤務期間終了時には，退職金として１０００万円の支払を受け

るという約定であった。

その後，Ａは，平成２５年４月１日から法律事務所を開設して個人で弁護士業務を営むことを計

画し，同年１月以降，その準備を進めていたが，折から，Ｂ社においてはＣ株式会社（以下「Ｃ社」

という。）との経営統合に向けた検討作業を開始することになったため，Ｂ社の社長は，Ａに対し，

同年４月以降も引き続き法務部長として勤務してほしい旨強く求めた。ＡとＢ社の話合いの結果，

Ａは，当初の契約において５年間の勤務期間終了時に支払うとされた１０００万円（以下「本件約

定金」という。）の支払を受けた上で，Ｂ社との間で，同月１日から平成２６年３月３１日までの

１年間，Ｂ社の法務部長として勤務し，この間，Ｂ社所定の給与規程に基づく給与額の１．２倍に

当たる給与の支払を受け，１年間の勤務期間終了時には退職金の支払は受けないという内容の契約

を新たに締結し，Ｂ社の法務部長としての勤務を継続した。

ところで，Ｂ社には，各事業年度において功績の特に顕著であった従業員に対し，３００万円を

上限として報奨金を支払うという報奨金制度がある。Ａは，平成２６年３月３１日，Ｂ社を退職し

たが，その際，Ｂ社とＣ社の経営統合に関し，法務分野での功績が特に顕著であったとして，上記

報奨金制度に基づき，２００万円（以下「本件報奨金」という。）の支払を受けた。

以上の事案について，以下の設問に答えなさい。

〔設 問〕

Ａが支払を受けた本件約定金及び本件報奨金は，所得税法上，いかなる所得に分類されるか，

関係する最高裁判例に言及した上，自説を述べなさい。
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〔第２問〕（配点：６０）

Ａは，コンピュータのソフトウェアの開発を目的とするＸ株式会社（以下「Ｘ社」という。）に

勤務した後，独立してＹ株式会社（以下「Ｙ社」という。）を設立し，その代表取締役に就任し，

毎月定額の報酬を受けていた。

Ｙ社は，主にＸ社の下請会社として，同社が受注したソフトウェアの開発に関連する作業につい

て委託を受け，報酬を受け取っていた。Ｙ社は，Ｂらを雇用し，毎月給料を支払っていた。

Ｙ社にはＣ法律事務所の弁護士Ｃという顧問弁護士がおり，Ｙ社は，Ｃから法律的な助言を定期

的に受けていた。具体的には，元請であるＸ社との契約条件の内容や契約書の内容さらには資金調

達の方法やＹ社の従業員の雇用問題などについて，ＡがＣの事務所を訪問するなどして相談してい

た。なお，顧問契約により，Ｙ社は，Ｃに対して毎月定額の顧問料を支払うことになっていた。

Ｘ社（事業年度は暦年としていた。）は，平成２６年１０月１日，甲株式会社（以下「甲社」と

いう。）の業務について，ソフトウェアの開発を３０００万円で請け負い，同日，これに着手した。

完成したソフトウェアの引渡しは平成２８年２月を予定しており，報酬の支払は同年３月１５日と

された。

Ｘ社は，開発に関連する業務のうち，甲社の業務の現状把握及びその改善並びにソフトウェアに

対する甲社の要望を確定する作業をＹ社に委託し，Ｙ社はこれを受託した。

Ｘ社が甲社に提示した開発スケジュールでは，Ｙ社が担当する作業は，開発着手後１か月をめど

に終了させることになっていた。Ｙ社の作業が終了しなければ，その後のソフトウェアの仕様の確

定やソフトウェアの基本設計さらには開発作業やテスト作業を行うことはできない。Ｙ社の作業が

遅延すれば，開発全体が遅延することになるため，Ｙ社は，Ｘ社からスケジュールどおりに作業を

終了させるように厳命を受けていた。

Ａは，上記の作業をスケジュールどおりに終了させるためには，Ａ及びＹ社の従業員Ｂらだけで

は人手が足りないと判断し，Ｄに対して作業の一部を委託することにした。ＤはＡとともにＸ社に

勤務していたが，その後独立し事務所を賃借して，「ワークスＤ」という名称でＸ社を始めとする

大手の開発業者の下請や孫請として業務委託を受けて収入を得ていた。Ｙ社とＤとの間には「業務

委託契約書」（特に「兼業禁止」の条項はない。）が作成され，そこでは，Ｙ社の作業が終了した時

点で「業務委託契約書」に定める金額を，Ｄに対して支払うことになっていた。

Ｙ社が委託を受けた作業の進行スケジュールはＡが定め，その進捗状況も厳しく管理し，Ｂらや

Ｄの作業が遅れると厳しく指導するなどしていた。

Ａ，Ｂら及びＤは，Ｙ社が委託を受けた作業を行うために，Ｘ社の従業員とともに，何度も甲社

の事務所を訪れ，甲社の代表取締役，担当部長，エンドユーザーとなる甲社の従業員などから意見

を集め，甲社内の意見の調整にも奮闘した。甲社の意見聴取に際して，ＢらはＹ社所有のノートパ

ソコンを利用していたが，Ｄは自分のタブレットパソコンを利用していた。

また，Ａ，Ｂら及びＤは，Ｙ社内の会議室で連日打合せを行い，共同して甲社に対する説明資料

などを作成したり，甲社がソフトウェアに対して要求する仕様の内容を取りまとめる書面を作成し

たりするなどの作業を行った。その際は，ＢらもＤもＹ社のデスクトップパソコンを利用していた。

Ｄは，Ｙ社までは自分の自動車で移動していたが，Ｙ社から甲社まではＹ社の自動車に同乗して

移動していた。

Ａの進行管理が良かったため，Ｙ社は，Ｘ社の定めたスケジュールどおりに作業を終了すること

ができた。

以上の事案について，以下の設問に答えなさい。

〔設問１〕

Ｙ社は，Ａ，Ｂら及びＣに対して毎月金員を支払う際に，所得税を源泉徴収する必要があるか。

源泉徴収制度について概要を述べた上で，それぞれについてＹ社との間の法律関係に留意しつつ
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検討しなさい。

〔設問２〕

Ｙ社は，Ｄに対して金員を支払う際に，給与所得に係る所得税を源泉徴収する必要があるか。

Ｙ社との間の法律関係に留意しつつ検討しなさい。

〔設問３〕

甲社から請け負ったソフトウェアの開発に係るＸ社の収益について，その帰属事業年度を判断

する場合において，判断基準としてどのような考え方があるか。その内容について，条文上の根

拠を摘示しつつ説明しなさい。

（参照条文）法人税法施行令

（工事の請負）

第１２９条 法第６４条第１項（工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度）に規定する政令で

定める大規模な工事は，その請負の対価の額（その支払が外国通貨で行われるべきこととされてい

る工事（製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この目において同じ。）については，その工事

に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。）が１０億円以上の工事とす

る。

２～１１ （略）
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論文式試験問題集［経 済 法］
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［経 済 法］

〔第１問〕（配点：５０）

内装建材甲（以下「甲」という。）は，日本家屋の建築に欠かすことのできない内装建材で，日

本の建材メーカーのみが製造販売しており，現在輸入はなく，近い将来輸入される見込みもない。

現在のところ，甲に代替する内装建材は存在しない。甲は，その製造販売業者から建材専門商社に

販売され，建材専門商社から住宅メーカーに販売される。甲は，比較的軽く，その輸送は容易であ

る。甲の製造販売業者，甲を購入する建材専門商社及び住宅メーカーは，いずれも全国にその拠点

を有している。甲の製造販売業者は，２１社存在している。

Ｘ社を除く甲の製造販売業者２０社（以下「２０社」という。）の担当営業部長は，２０年前か

ら，「甲の会」を組織し，一般的な経済状況や景気動向，内装建材業界を取り巻く社会・経済環境，

甲の安全基準などについて情報交換を行い，２０社各社の事業運営に役立てている。「甲の会」の

規則上の最高意思決定機関は総会であるが，実際には，会長１名及び副会長２名によって構成され

る幹部会において「甲の会」の方針等が決定されることが多く，２０社の担当営業部長がこの幹部

会による決定に異を唱えたことはない。Ｘ社は，甲の製造販売業者として比較的古参であり，高い

知名度を維持する有力な事業者であるが，自社の営業担当者を「甲の会」に入会させず，２０社と

は一線を画する事業運営を行ってきている。なお，「甲の会」では，甲の価格，製造数量，販売数

量，取引先などに関する情報交換は行っておらず，２０社の間では比較的活発な価格競争が行われ

ている。

近年，一般消費者の健康への意識が著しく高まっており，「甲の会」においても，甲の安全性へ

の信用や評判が大きな関心事となっている。別の内装建材丙については，それに含まれる化学物質

の種類や量に関する法令上の基準は遵守されていたが，昨年，一般消費者に皮膚障害をもたらすお

それのある化学物質が含まれていたということが大きく報道され，内装建材丙の需要が大幅に減退

したことがあった。また，甲についても，近年，科学的根拠は不十分であるものの，一般消費者に

皮膚障害をもたらすおそれのある化学物質が含まれているのではないかという疑問を公にする消費

者団体が現れている。このため，「甲の会」では，甲に含まれる化学物質の種類や量について，法

令上の基準を遵守するだけでは不十分であり，法令上の基準を超える厳しい安全基準を設ける必要

があるとの意見が大勢を占めるに至った。そこで，「甲の会」の幹部会は，甲に含まれる化学物質

に関する新たな安全基準を設定することの是非を含めた検討を，甲に含まれる化学物質について専

門的な知見があり，かつ，２０社各社と利害関係のない大学の研究者３人に依頼することを決定し，

これに基づいて，会長が同研究者らに依頼した。その結果，甲に含まれる化学物質に関する新たな

安全基準が提言されたことから，「甲の会」の幹部会は，その提言どおりの安全基準を「甲の会」

の自主基準として設定することを決定し，これに基づいて，会長が，２０社の担当営業部長に伝達

した。２０社は，「甲の会」の自主基準であるこの新たな安全基準を採用し，これを遵守するに至っ

ている。

しかし，Ｘ社は，「甲の会」が採用した安全基準に従っていない。「甲の会」の会長は，甲の古参

の製造販売業者であるＸ社が「甲の会」の安全基準を遵守しないことにより，内装建材甲全体の信

用や評判に悪影響が及ぶのではないかと恐れ，再三にわたり，Ｘ社に対して，「甲の会」の安全基

準を遵守するよう説得を試みた。ところが，Ｘ社の経営者は，安全を軽視する発言に終始し，説得

に応じなかった。そのため，「甲の会」の幹部会は，甲を取り扱う全ての建材専門商社に対して，

Ｘ社から甲を購入しないよう要請することを決定し，これに基づいて，会長が，それら建材専門商

社の担当者が一堂に会した会合において，その旨要請した。それら建材専門商社の担当者は，協議

の上，この要請に応じることを申し合わせた。その後，それら建材専門商社のほとんどは，Ｘ社か

らの甲の購入を中止するに至った。このため，Ｘ社は，甲を販売する取引先を容易に見つけ出すこ

とができなくなっている。
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〔設 問〕

「甲の会」の会長が行った上記要請について，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（以下「独占禁止法」という。）上の問題点を分析して検討しなさい。
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〔第２問〕（配点：５０）

Ａ社は，電子部品甲（以下「甲」という。）のメーカーである。甲は，電子機器丙（完成品。以

下「丙」という。）に搭載され，他に用途はない。甲のメーカーは，甲を製造して丙のメーカーに

販売している。丙のメーカーは，甲を搭載した丙を製造して世界各国の販売代理店に販売し，販売

代理店がそれを消費者に販売している。

世界中の多くの国の消費者が丙を使用している。しかし，丙の規格が国によって異なるため，消

費者は一般に丙を自国で購入し，他国で丙を購入することはほとんどない。甲には，このような国

ごとの規格の違いはない。

甲のメーカーは，過去には世界に１０社以上存在していたが，買収や撤退などにより，平成２１

年末までにＡ社からＨ社までの８社に集約された。このうちＡ社，Ｂ社，Ｃ社は日本の企業，Ｄ社，

Ｆ社は日本以外のアジアの企業，Ｅ社はヨーロッパの企業，Ｇ社，Ｈ社は米国の企業であった。そ

の後，平成２３年中にＡ社はＢ社を買収し，Ｃ社はＤ社を買収した。平成２５年中にはＥ社がＦ社

を買収した。その結果，平成２５年末時点で，世界における甲のメーカーは５社となった。

これら甲のメーカーの平成２２年，平成２４年及び平成２６年の各暦年における市場シェアの推

移は，以下のとおりであった。

平成２２年 平成２４年 平成２６年

Ａ社（日本） ２０％ ２５％ ２５％

Ｂ社（日本） １０％ － －

Ｃ社（日本） １５％ ２０％ １５％

Ｄ社（アジア） ５％ － －

Ｅ社（ヨーロッパ） ５％ １５％ １５％

Ｆ社（アジア） １５％ ５％ －

Ｇ社（米国） １０％ ２５％ ３０％

Ｈ社（米国） ２０％ １０％ １５％

合計 １００％ １００％ １００％

平成２４年及び平成２６年のＡ社の数値はＢ社を買収した後のもの，平成２４年及び平成２６年

のＣ社の数値はＤ社を買収した後のもの，平成２６年のＥ社の数値はＦ社を買収した後のものであ

る。日本における市場シェアの分布を見ると，日本の甲のメーカーの市場シェアが多少高くなる傾

向はあるものの，上記のような世界における市場シェアの分布と有意な差異は見いだせない。

丙のメーカーは，平成２６年末時点で，世界に１５社存在し，日本，米国，アジア，ヨーロッパ

に偏りなく分布している。丙のメーカーの数や所在地は，平成２２年以降ほぼ変動がない。

消費者は，丙の機能の高速化や大容量化を強く求めており，それを実現するためには，甲の機能

が高速化，大容量化することが重要である。甲のメーカーは，それぞれ，甲の機能の高速化や大容

量化のために既存の技術を発展させることのみならず，革新的な新技術の開発も行っている。それ

ゆえ，甲に関する技術が進歩するスピードは速く，毎年１回以上，前のモデルより高速化，大容量

化した新しいモデルの甲が発売されている。同時に，丙のメーカーに対しては，各国の丙の販売代

理店及び消費者から厳しい価格引下げ要求があり，それはそのまま丙のメーカーからの甲のメー

カーに対する強い価格引下げ要求に反映されている。

丙のメーカーが，特に自国の甲のメーカーのみから甲を購入する傾向はない。むしろ，丙のメー

カーは，特定の甲のメーカーにおける製造設備の事故等により甲の十分な供給を受けられなくなる

ことによって自社の丙の製造が中断する危険を回避するとともに，甲のメーカー間で価格競争を行

わせることを目的として，国を問わず複数の甲のメーカーから甲を購入するのが通常である。しか

も，丙のメーカーは，取引する甲のメーカーを固定化せず，甲のメーカーの技術能力や取引条件に
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応じて取引する甲のメーカーを常時変更し，あるいは複数のメーカーからの甲の購入割合を常時変

更している。

甲の販売価格に占める輸送費用の割合は数パーセント程度である。甲に関税を課す国は現時点で

は存在しない。また，甲の販売価格が，国によって大きく異なるという傾向はない。

世界における甲の需要は緩やかな増加基調にある。しかし，近年，甲とは科学的原理も技術も全

く異なるが甲と同じ機能を有する新たな部品乙（国ごとの規格の違いはない。以下「乙」という。）

が流通し始め，一部の丙のメーカーには，甲に代えて乙を自社の丙に搭載する動きがある。平成

２６年末時点で，乙の機能は，甲と比較すると２０パーセント程度高速である一方，その価格は，

甲より５０パーセント程度高額である。これらの機能，価格の差異は技術の進歩を勘案しても当面

大きく変わらないと予想され，数年のうちに丙のメーカー間で乙が広く普及する見込みはない。ま

た，甲のメーカーは，既存の甲の製造設備を利用して乙を製造することはできない。

平成２７年５月現在，Ａ社は，甲に関する自社の技術と親和性，補完性が高い新技術を開発して

いるＨ社を買収し，甲の開発時間を大幅に短縮することを目的として，Ｈ社の株式の全部を取得す

ることを計画している。

〔設 問〕

上記の状況において，Ａ社が計画するＨ社の株式取得に関する独占禁止法上の問題点を分析し

て検討しなさい。
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論文式試験問題集［知的財産法］



- 18 -

［知的財産法］

〔第１問〕（配点：５０）

甲は，平成２０年３月に，化学物質の発明であるα発明をし，当該発明が市場性を有するかどう

かを確認するために，同年６月１０日から１か月間に限り，その実施品を一般の顧客に対してその

構造を明らかにすることなく試験的に販売した。α発明は，構成要件Ａ，構成要件Ｂ及び構成要件

ｃ１からなるものであった。甲は，α発明をした後も継続して行っていた研究開発により，構成要

件Ａ，構成要件Ｂ及び構成要件Ｃからなるβ発明をした。Ｃはｃ１の上位概念である。甲は，平成

２１年２月５日に，β発明について特許出願（以下「甲出願」という。）を行った。甲出願につい

ては，平成２３年８月１５日に，特許権の設定登録がされた（以下，この特許権を「甲特許権」と

いう。）。

他方，乙は，甲とは別個独立にβ発明と同一の発明をしたが，Ｃの下位概念であるｃ２（ｃ２は，

ｃ１とは異なるものである。）を用いると顕著な効果を得られることを認識し，構成要件Ａ，構成

要件Ｂ及び構成要件ｃ２からなるγ発明について特許出願（以下「乙出願」という。）を行った。

乙出願の出願日は，偶然にも，甲出願の出願日と同日であった。乙出願については，平成２３年８

月２５日に，特許権の設定登録がされた。

以上の事実関係を前提として，以下の設問に答えなさい。

〔設 問〕

１．甲は，β発明の技術的範囲に属する製品を製造販売する丙に対して，その行為が甲特許権を

侵害する旨の警告を行った。丙は，甲特許権について調査したところ，α発明の実施品が試験

的に販売されていたこと及び乙が乙出願を行っていたことを知り，これらに基づき甲特許権が

無効理由を有すると考え，特許無効審判請求をした。甲特許権は無効となるか。仮に乙出願が

平成２１年２月４日に行われたとした場合はどうか。

２．乙は，平成２３年３月から，γ発明の実施品を製造販売している。

⑴ 甲は，平成２７年５月になって乙の行為を知り，乙に対して，その行為が甲特許権の侵害

であるとして差止請求訴訟を提起した。

同訴訟において，甲は，どのような主張をすべきか。これに対する乙の反論として，どの

ような主張が考えられるか。

双方の主張の妥当性についても論じなさい。

⑵ 上記⑴の差止請求が認められるとする。甲が乙に対して補償金請求も行ったならば，この

請求も認められるか。仮に，甲は，乙の行為を平成２３年６月に知ったが，乙に対して何ら

の措置も講じなかったとした場合はどうか。

なお，⑴及び⑵については，甲特許権は無効理由を有しないものとする。

３．甲は，β発明の技術的範囲に属する製品は製造販売していないが，これと同様の作用効果を

奏する製品を製造販売している。丁は，β発明の技術的範囲に属する製品（以下「丁製品」と

いう。）を製造販売している。甲は，丁に対して，特許法第１０２条第２項を用いて損害額を

算定してその賠償を請求することができるか。

なお，甲特許権は無効理由を有しないものとし，丁製品はγ発明の技術的範囲に属しないも

のとする。
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〔第２問〕（配点：５０）

映画製作会社Ｙは，「四季の渓谷と橋のある風景」という題名で，日本全国の渓谷に架かる橋を

定点撮影し四季を通じて変化する風景を背景として，その橋を利用する人々の暮らしを紹介するこ

とをテーマとしたドキュメンタリー映画（以下「本件ドキュメンタリー」という。）の製作を企画

し，その監督として，同ドキュメンタリーに使用する映像の撮影及びシナリオに即した映像の編集

を，フリーの映像作家Ｘに依頼したところ，Ｘは同ドキュメンタリーの製作に参加することを約束

した。そして，Ｘは，本件ドキュメンタリーに使用する映像を撮影するために，渓谷と橋を数箇所

選定し，それぞれ選定した渓谷と橋との関係が一番美しく撮れる撮影箇所と時間帯を決定し，さら

に，構図，カメラアングル，光量，絞りなどを決めて，１年以上かけて，渓谷と橋及びそれを利用

する人々を撮影し，撮影の完了した未編集の映像フィルム（以下「本件映像フィルム」という。）

をＹに提供した。

本件映像フィルムの撮影に関しては，撮影機材の提供，撮影場所への旅費，宿泊費，その他必要

経費は全てＹの負担において賄われ，また，Ｘは，撮影のため地方に出張する場合以外は，毎週２，３

回程度Ｙに出社して，報酬も月払いで支払われていた。

ところが，その後Ｙの映画製作方針が変わり，本件ドキュメンタリーの製作は中止になった。そ

のため，本件映像フィルムは，ＮＧフィルム選別，シナリオに従った粗編集，細編集，音づけ等の

映画製作過程を経ない未編集の状態で公表されないまま，Ｙのフィルム保管庫に保管された。

以上の事実関係を前提として，以下の設問に答えなさい。

〔設 問〕

１．Ｙの社内では，多額の費用を掛けて撮影された本件映像フィルムを何とか利用して映画製作

にいかしたいとして検討した結果，ある風景写真家が風景写真を撮るために各地を点々と旅し，

その旅先で出会った人々と交流する様を描いた映画（以下「本件映画」という。）を製作する

ことになり，その際，主人公が訪れる各地の風景として本件映像フィルムを活用することとし，

Ｘに無断で，同フィルムに主人公である俳優などの映像を合成して本件映画に使用した。

なお，本件映画中の出演者，制作スタッフなどの名を示す字幕（クレジット・タイトル）に

は，Ｘへの感謝を込めて，「風景撮影 Ｘ」と表示されていた。

Ｘは，本件映画を上映しようとしているＹに対し，その差止めを求める訴訟を提起した。

同訴訟において，Ｘは，どのような主張をすべきか。これに対するＹの反論として，どのよ

うな主張が考えられるか。

双方の主張の妥当性についても論じなさい。

２．Ｘが本件ドキュメンタリーのために定点撮影したある場所において，渓谷と橋のそばに能舞

台のある寺があり，そこでは，毎年，著名な振付師であるＺの振り付けによる独創的な新作の

薪（たきぎ）能が行われていたところ，本件映像フィルムには，たまたまその能舞台で行われ

ていたＺの振り付けによる新作の薪能（以下「本件能」という。）が，時間にして約３分間，

それを演じる能役者の動作が辛うじて感得できる程度に映っていた（以下，この部分を「本件

能映像」という。）。ただし，本件能の振り付けは，Ｚがそれを演じる能役者に自ら指導したも

のであって，台本や踊り方を説明した書類はなく，また，振り付けの映像なども存在していな

かった。

本件能映像は，夜の渓谷と橋が薪の灯りに浮かび上がる中で能役者が能を舞うという幻想的

な描写になっていたため，Ｙは，Ｚに無断で，本件映画の１シーンに本件能映像を使用した。

Ｚは，本件映画を上映しようとしているＹに対して，その差止めを求める訴訟を提起した。

同訴訟において，Ｚは，どのような主張をすべきか。これに対するＹの反論として，どのよ

うな主張が考えられるか。

双方の主張の妥当性についても論じなさい。
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論文式試験問題集［労 働 法］
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［労 働 法］

〔第１問〕（配点：５０）

次の事例を読んで，後記の設問に答えなさい。

なお，職業安定法に言及する必要はない。

【事 例】

Ｙ１社は，主に製造業務の請負等を目的として，平成元年頃から，一般労働者派遣事業の許可

を取得して労働者派遣事業を展開しつつ，業務請負事業も行っていた。Ｙ１社は，自動車製造を

業とするＹ２社とは平成１８年頃から業務請負契約を締結して取引を行っていた。当該業務請負

契約の契約書によれば，契約期間は６か月とされ，Ｙ１社がＹ２社から設備，事務所等を無償で

借り受け，Ｙ１社の雇用する従業員をＹ２社Ａ工場（以下「Ａ工場」という。）の自動車組立て

ラインに派遣して組立て作業に従事させ，Ｙ２社は月間生産台数に応じた額の報酬をＹ１社に毎

月支払うものとされていた。Ｙ１社・Ｙ２社間に資本関係や人的関係はない上，Ｙ１社の取引先

はＹ２社に限られておらず，また，Ｙ１社によるＸを含む作業員（以下「Ｘら」という。）の採

用面接にＹ２社の社員が立ち会ったなどの事情は認められない。

Ｘらは，Ｙ１社との間で雇用期間６か月，就労開始日を平成２０年４月１日とする雇用契約を

締結し，雇用契約で指定されたＡ工場の就業場所において自動車組立て作業に従事すること，こ

れに対してＹ１社はＸらにＹ１社就業規則に定めた給与を支給することとされていた。雇用期間

の始期と終期は，Ｙ１社・Ｙ２社間の業務請負期間のそれと一致していた。Ｘらは，自動車組立

てラインにおいて自動車部品をＹ２社作成のマニュアルに従って取り付ける作業を行い，同ライ

ンにおいてＹ２社の従業員と一緒に作業していた。Ａ工場にはＹ１社の正社員が常駐していたが，

Ｘらは作業についてＹ２社の社員からも直接指示を受けていた。

Ｙ１社及びＹ２社は，平成２２年９月１日，Ａ工場の所在する地域を管轄する労働局から，Ａ

工場におけるＸらの勤務実態は業務請負ではなく労働者派遣であり，労働者派遣事業の適正な運

営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）違反の事実が

あると認定され，業務請負契約を解消して新たに労働者派遣契約を締結するようにとの行政指導

を受けた。

これを受けて，Ｙ１社及びＹ２社は業務請負契約の期間満了日である同年９月３０日をもって

業務請負契約を終了し，同年１０月１日から新たに６か月の契約期間を定めた労働者派遣契約を

締結した。それと同時に，Ｙ１社はＸらを派遣労働者とする雇用契約を締結した。新たな雇用契

約は，従前と同一の労働条件で同一の就業場所において同一の作業に従事することを内容とした

ものであった。Ｘらは，同年１０月１日から就労を開始し，その後，同一内容の雇用契約を反復

更新した。

ところが，Ｙ２社は，平成２４年秋からＹ２社を取り巻く経営環境の悪化により生産規模の縮

小を余儀なくされ，平成２４年１２月１０日に，Ｙ１社との労働者派遣契約に定める規定に基づ

き，平成２５年１月２０日をもって労働者派遣契約を解約する旨Ｙ１社に通知した。そこで，Ｙ

１社は，Ａ工場で作業を行うＸらの雇用契約が同年３月３１日をもって期間満了とされていたこ

とから，Ｘらに対し，別の就業場所を紹介してそこで作業を行うよう打診したところ，Ｘは，期

間満了後も引き続きＡ工場で同一の作業に従事することを希望し，同打診を断ったが，Ｘらのう

ちＸ以外の者は，いずれも同打診を受け入れた。Ｙ１社は，Ｙ２社が同年１月２０日に労働者派

遣契約を解約したためＸの就労する場所がない上，他の発注先からの契約打切りによりＹ１社の

財務状況が急速に悪化した事情もあり，３０日間の予告期間を置いた上で，同年２月２８日付け

でＸを解雇した。
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〔設 問〕

１．Ｘは，本件就労は労働者派遣法違反であるのでＹ１社との雇用契約は無効であり，Ｙ２社と

の間に雇用契約が成立していたと主張し，Ｙ２社との雇用関係上の地位の確認を請求して訴え

を提起した。予想されるＹ２社からの反論を踏まえつつ，法的な論点を指摘して，Ｘの請求の

当否を論じなさい。

２．Ｘは，Ｙ１社に対して，平成２５年２月２８日の解雇が無効として，Ｙ１社との間の雇用関

係上の地位の確認を請求して訴えを提起した。この請求の当否を論じなさい。

３．仮に，前記【事例】において，Ｙ１社が，Ｘを解雇せず，平成２５年３月３１日をもって期

間満了によりＸとの雇用契約が終了したものと扱い，これに対してＸがＹ１社との間の雇用関

係上の地位の確認を請求して訴えを提起した場合におけるその請求の当否を論じなさい。
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〔第２問〕（配点：５０）

次の事例を読んで，後記の設問に答えなさい。

【事 例】

Ｙ社は，クッキー，チョコレート，アメ等多品種の菓子を製造・販売する株式会社であり，多

くのパートタイマーを活用することで人件費を抑制し，多大な利益を上げてきた。Ｙ社は，正社

員３００名のほか，パートタイマー８５０名を雇用しており，大阪市の本社のほかに全国各地に

計８か所の営業所及び計３か所の工場を有していた。Ｙ社には，正社員とパートタイマーの双方

が加盟する労働組合（以下「労組」という。）があり，Ｙ社との間に，労使協議や団体交渉等の

ルールについて規定した期間の定めのない労働協約を締結していた。労組には，全正社員の８割

に当たる非管理職の正社員全員，パートタイマーの２割が加入しており，本社及び全ての営業所・

工場に分会を有していた。

Ｙ社では，平成２０年のいわゆるリーマンショックによる売上げの激減により，経営状況が目

に見えて悪化し，賃金も全く増額できなくなったほか，いくつかの菓子製造ラインが閉鎖される

など事業の縮小が目立つようになり，転職のために辞めていく従業員も次第に増えていった。

Ｚは，労組の委員長であったが，この様子を見て危機感を覚え，他の執行部のメンバーと相談

し，会社との間に，雇用の維持を認めさせる新たな協約を締結することを目指して，平成２６年

５月にＹ社の社長甲らと内密の懇談の場を数回持った。Ｚは，自分が委員長に選出された選挙の

折，甲が自分を推薦して「我が社の労組にはＺが委員長としてふさわしい。」との発言を繰り返

していたこと，自分が委員長に選出されてからも親しい交流を続けていたことなどから，甲が自

分の要請を理解してくれるものと期待していた。

上記の懇談の場において甲は，「５％の基本給カットをのんでくれるなら，少なくとも正社員

については雇用は維持できるよう会社としても最大限の努力をする。」とＺに伝えた。賃金カッ

トをのめば組合員の雇用の維持を保障する協約を結べると判断したＺら執行部は，組合規約に定

められた「協約締結権限」を早急に取得する必要があると考え，執行部内で対応を協議したとこ

ろ，組合規約には，「協約締結権限を執行部が得るためには組合大会を開催し，全組合員の過半

数の賛成を得る必要がある。」と規定されていた。しかし，全組合員の招集をはかるには時間と

手数がかかりすぎると判断した執行部は，「重要事項に該当しない問題については各分会におけ

る単純多数決の結果を集約し，組合全体として賛成が多数であれば執行部に協約締結権限が付与

されたものとする。」という組合規約の規定に着目し，かつ，実際には労働協約の締結権限につ

いても，ここ１０年内に５回締結された労働協約は全てこの方式で締結権限が認められてきた事

実を確認した上で，今回もこの方式により，全分会における単純多数決の結果を集約したところ，

全組合員の過半数がＺら執行部の方針を了承したことを確認した。

その後，平成２６年７月１０日付けで労組とＹ社との間に労働協約が締結され，予定どおり５

％の基本給カットが規定されたが，同カットは平成２７年４月から行うこととされ，また，「平

成２６年冬の賞与を前年より５％アップすることで緩和措置とする。」との規定も設けられてい

た。さらに，「会社は可能な限り雇用の維持に努め，人員整理の必要性が生じた場合は組合と協

議の上，対応を決定するものとする。」との規定もあった。

菓子を製造するＡ工場の分会に所属する組合員であるＸは協約内容を見て，不満を抱き，Ｚに

「組合大会も開催せずに，５％の基本給カットをのんだことは許し難い。」と問い詰めたところ，

Ｚは，「確かに組合大会は開催していないが，従来の慣行に従って分会における単純多数決の結

果を集約しているので問題はない。」と回答した。

そこで，Ｘは，５％の基本給カットの実施に不安や疑問を抱いていた他の５名の組合員と相談

し，Ｚら執行部の了承を得ずに独断で「刷新派」と称するグループを結成した。これに対し，甲

はＸを呼んで，「労組を混乱させてはいけない。刷新派などと称するグループは解散しなさい。」

と強く命じたが，Ｘは「お断りします。」と答えた。その後，刷新派は，自分たちの主張を広め
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るため，「賃金カットは許さない」，「会社は５％の基本給カットを撤回せよ」などと記載した縦

１０センチメートル，横２センチメートルのリボンを左胸部に着装して始業時刻から３０分間業

務に従事し，３０分後には当該リボンを取り外すという行動に出た。リボンを着装した組合員は，

Ｘを含め全員がＡ工場の菓子製造のラインで働いていた。

Ｙ社はこれに対し，Ｚら執行部にＸらの行動が労組の指導によるものでないことを確認した上

で，リボンの着装をやめるようＸらに業務命令を発したが，Ｘらがこれに従わなかったため，就

業規則第１２条に基づき，リボンを着装して業務に従事した組合員全員を戒告の懲戒処分に処し

た。

〔設 問〕

１．Ｘが，平成２７年４月以降の賃金につき，５％カットされた基本給分の差額を請求して訴訟

を提起した場合，この請求は認められるか。想定される論点を検討した上で結論を示しなさい。

２．Ｘらは，戒告の懲戒処分は不当であると考えている。Ｘらがこの懲戒処分につき救済を求め

るには，どのような機関にどのような救済を求めることが考えられるか。想定される論点を検

討した上で結論を示しなさい。

【Ｙ社就業規則（抜粋）】

（懲戒）

第１２条 従業員が次のいずれかに該当するときは，情状に応じ，けん責，戒告又は減給とする。

① 業務中に許可なく職場を離れ，又は，業務と関係のない行為を行ったとき。

② 業務命令に反したとき。

（以下略）
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論文式試験問題集［環 境 法］
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［環 境 法］

〔第１問〕（配点：５０）

総合建設業者であるＡ社は，同社が元請け施工する全てのマンション建設現場から排出される産

業廃棄物（特別管理産業廃棄物ではない。）の収集運搬及び中間処理を，廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）に基づいて，Ｂ県知事からそれぞれに係る産業廃棄

物処理業の許可を受けたＣ社に委託していた。

この場合において，【資料】を参照しつつ，以下の設問に答えよ。なお，設問はいずれも，独立

したものである。

〔設問１〕

Ａ社は，産業廃棄物の排出に当たって，Ｃ社に対して，紙の産業廃棄物管理票（以下「マニフ

ェスト」という。）を適切に交付し，写しの送付を確認していた。ところが，交付したマニフェ

ストについて，収集運搬に係る写しは適切に送付されてきていたものの，２００５年５月頃から，

中間処理に係る写しは，Ｃ社からの適時の送付が滞り始め，２００８年からは，半年分が一度に

送られてくるようになった。しかし，Ａ社は，これまで特段の問題は発生していなかったことか

ら，それについて何の対応もせず放置していた。

そうしたところ，Ｃ社が当該マニフェストに係る産業廃棄物を不法投棄していることが明らか

になった。Ｃ社は，利潤追求に走る余り，Ａ社以外からも，その処理能力を超える産業廃棄物の

処理を受託しており，処理施設に運搬した後，処理しきれない産業廃棄物を，Ａ社と取引があっ

たＤが所有する土地（以下「本件土地」という。）に投棄していたのであった。

Ｃ社は，Ｄからは資材置場として用いるという名目で本件土地を賃借していた。Ｄは，一度本

件土地に行った際に，産業廃棄物らしいものが投棄されていると気付いてはいたが，賃料収入が

あることから，Ｃ社の行為を黙認していた。

本件土地の隣には，農民Ｅの畑があり，農作物を栽培している。不法投棄量が増えるにつれて，

不法投棄された産業廃棄物に起因する異臭のする液体が，Ｅの畑に流入するようになった。

２０１０年５月になって，農作物への影響を心配するＥが当該液体を採取して調査会社に持ち込

んだところ，０．１ｍｇ／ｌの鉛（なお，土壌の汚染に係る環境基準値は，０．０１ｍｇ／ｌ以

下である。）が検出された。驚いたＥは，同年６月，Ｂ県知事に通報した。この事実を確認した

Ｂ県知事は，四囲の状況から判断して，原因は本件土地に不法投棄された産業廃棄物であると考

えている。

この場合において，Ｂ県知事は，廃棄物処理法上，どのような法的措置を講ずることができる

かを説明せよ。なお，Ｃ社に対する法的措置については考えなくてよい。

〔設問２〕

Ａ社は，産業廃棄物の処理の委託先を，Ｃ社から，Ｃ社と同様の許可を受けたＦ社に変更した。

ほどなく，Ａ社の経営が，極度に悪化してきた。そこで，Ａ社は，Ｆ社に対して，委託料金の大

幅な値引きを求めるようになった。その額は，Ｂ県内での同種処理の平均的料金の４０％であっ

た。

最初は難色を示していたＦ社であったが，同社も業績が悪化していたし，処理委託される産業

廃棄物の量が多いためにそれなりの利益は得られると考え，結局はＡ社の要求を受け入れた。そ

して，新たな契約に基づき，２０１２年５月頃から，以前の料金の４０％の価格で処理を受託し

ていた。このような料金では，適正処理は無理なことが程なく判明したが，値上げ交渉は困難と

考え，契約条件を変えないままでいた。

Ａ社のマンション工事現場からは，産業廃棄物が排出され続けている。収集運搬後の処理に困っ
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たＦ社は，２０１３年５月頃から，中間処理はしたという虚偽のマニフェストの写しをＡ社に送

付する一方で，Ｂ県内の山林に産業廃棄物を不法投棄するようになった。２０１５年１月になっ

て，Ｆ社は事実上倒産したため，Ａ社の委託は停止された。

不法投棄されたＡ社の産業廃棄物は，相当の高さに積み上がっている。この不法投棄地のすぐ

そばには，かねてより地元住民が日常的に散策を楽しんでいた遊歩道がある。堆積された産業廃

棄物の一部が，遊歩道上に少しずつ崩落している状態にある。

この場合において，Ｂ県知事は，廃棄物処理法上，どのような法的措置を講ずることができる

か。この措置が設けられた趣旨を踏まえつつ論ぜよ。

【資 料】

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年９月２３日厚生省令第３５号）（抜粋）

（管理票の写しの送付を受けるまでの期間）

第８条の２８ 法第１２条の３第８項の環境省令で定める期間は，次の各号に掲げる区分に応じ，そ

れぞれ当該各号に定めるものとする。

一 法第１２条の３第３項前段又は第４項前段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付

の日から９０日（特別管理産業廃棄物に係る管理票にあつては，６０日）

二 法第１２条の３第５項又は第１２条の５第５項の規定による最終処分が終了した旨が記載さ

れた管理票の写しの送付 管理票の交付の日から１８０日

○ 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長「行政処分の指針について（通知）」（平

成２５年３月２９日環廃産発第１３０３２９９号）（抜粋）

⑶ 排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき，当該処理が行

われることを知り，又は知ることができたときその他法第１２条第７項，第１２条の２第７項及

び第１５条の４の３第３項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせる

ことが適当であるとき（同条第１項第２号）

① 「適正な対価を負担していないとき」とは，不適正処理された産業廃棄物（中間処理後の産

業廃棄物にあっては事業活動に伴って生じた段階からのすべての産業廃棄物）を一般的に行わ

れている方法で処理するために必要とされる処理料金からみて著しく低廉な料金で委託するこ

と（実質的に著しく低廉な処理費用を負担している場合を含む。）をいうものであること。

「適正な対価」であるか否かを判断するに当たっては，まずは都道府県において，可能な範

囲内でその地域における当該産業廃棄物の一般的な処理料金の範囲を客観的に把握すること。

そして，その処理料金の半値程度又はそれを下回るような料金で処理委託を行っている排出事

業者については，当該料金に合理性があることを排出事業者において示すことができない限り

は，「適正な対価を負担していないとき」に該当するものと解して差し支えないこと。なお，

当該処理料金の半値程度よりも高額の料金で処理委託をした場合においても，これに該当する

場合があることは言うまでもないことから，排出事業者が一般的な料金よりも安い価格で委託

しても適正処理がなされると判断した理由について，随時報告徴収を実施するなどして把握す

るように努めること。
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〔第２問〕（配点：５０）

Ａ社は，Ｂ県内の土地（以下「本件土地」という。）を所有している。本件土地では長らくＣ社

が化学工場（有害物質使用特定施設が設置されている。）を操業していたが，Ａ社は本件土地をＣ

社から２０１３年に購入した。その後，Ａ社は同工場を自ら操業することなく閉鎖した。ところが，

Ａ社が同工場を解体して本件土地を更地にした際に土壌汚染対策法第３条第１項に基づく調査をし

たところ，砒素による汚染が発見された。調査を受託した会社によれば，砒素による汚染の程度は，

土壌汚染対策法第６条第１項第１号の環境省令で定める基準を超えていた。この汚染はＣ社の化学

工場の操業によって発生したものと考えられる。Ｃ社は汚染のおそれを認識していたため，Ａ社の

本件土地の購入価格はその市場価格よりも著しく安かった。本件土地の西隣にはＤ井戸があり，住

民Ｅ及びＦが飲用に供してきた。Ａ社から本件土地の汚染について報告を受けたＢ県知事が２０１４

年にＤ井戸を調査したところ，水質汚濁に係る環境基準の１０００倍の砒素が検出された。

この場合において，以下の設問に答えよ。

〔設問１〕

Ｂ県知事は，誰に対してどのような法的措置を講ずることができるか。

〔設問２〕

Ｄ井戸から西に１００メートルのところにＧ井戸がある。本文において，Ｂ県は２０１０年の

時点で，法定の水質汚濁状況の監視作業を通じて，Ｇ井戸から水質環境基準の１００倍の砒素が

検出された事実を把握していたとする。しかし，Ｂ県はこれを自然由来の局所的汚染であると即

断し，近くにＤ井戸が存在している事実を把握していたにもかかわらず，更なる原因究明のため

の調査も付近の井戸の調査も行わず，また，周辺住民への周知もしなかった。本文における

２０１４年のＤ井戸の調査結果を踏まえ，更にＢ県知事が調査した結果，２０１５年になって，

Ｄ井戸にもＧ井戸にも本件土地からの汚染が広がっていたことが判明した。ＥはＤ井戸の水を長

年飲んだことによって末梢神経に異常をきたしており，また，そのことを知ったＦは自分もいつ

発症するかと考え不安な日々を送っている。この場合において，Ｅ及びＦは，誰に対してどのよ

うな請求ができるか。なお，時効については考えなくてよい。
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論文式試験問題集［国際関係法（公法系）］
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［国際関係法（公法系）］

〔第１問〕（配点：５０）

Ｘ国，Ｙ国及びＺ国は国際連合（以下「国連」という。）加盟国で，Ｙ国は国連安全保障理事会

（以下「国連安保理」という。）の常任理事国である。Ｘ国，Ｙ国及びＺ国は，いずれも「民間航

空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約」（以下「モントリオール条約」という。）の当事

国であり，いずれもモントリオール条約批准時に同条約第１条に定義する行為を国内刑法上の犯罪

とし，当該犯罪行為に重い刑罰を科すとともに，同条約第５条１及び２に定める場合に，上記犯罪

行為に自国の裁判権を設定するための必要な国内法改正を行っていた。また，Ｚ国は同国の国内法

で，上記犯罪が国外で自国の国民に対して行われた場合も自国の裁判権を行使することを定めてい

たが，Ｘ国及びＹ国の国内法はこのような裁判権の設定をしていない。

Ｙ国法人が運航するＹ国登録の民間航空機が，Ｙ国からＺ国に向けて飛行中に公海上空で爆破さ

れ，Ｙ国籍の乗員乗客１５０名とＺ国籍の乗客１０名が死亡した。４年後，同事件の実行犯がＸ国

籍の甲であり，甲がＸ国領域内に所在することを突き止めたＹ国及びＺ国の各警察当局は，当該犯

罪行為がモントリオール条約第１条１（ｂ）に定める業務中の航空機を破壊する行為に当たるとし

て，それぞれ，同行為を犯罪化した自国の刑法を適用して甲の逮捕状の発付を受けた。Ｘ国とＹ国

の間及びＸ国とＺ国の間には犯罪人引渡条約は締結されていなかったが，Ｙ国とＺ国はそれぞれＸ

国に対して甲の仮拘禁を要請し，それに続いて甲の引渡しを請求した。Ｘ国の逃亡犯罪人引渡法は，

犯罪人引渡条約の存在を引渡しの条件としていないが，同法は自国民の引渡しを禁止している。Ｘ

国の警察当局は，自国の法令に基づき甲を仮拘禁した後，事実についての予備調査を行う一方，甲

が自国民であるので，甲のＹ国及びＺ国への引渡しについては拒否した。しかし，Ｘ国の警察当局

は，その後３年を経ても，同国における財政事情により十分な捜査人員を確保できていないとして，

甲に関する事件を，訴追のために検察当局へ付託しなかった。

そこで，Ｙ国は，政府内で，「国連安保理に『安全保障理事会は，Ｘ国による甲の引渡し及び訴

追の拒否が国際の平和と安全に対する脅威を構成すると決定し，国連憲章第７章の下に行動して，

Ｘ国に対して甲をＹ国に引き渡すよう決定する』という決議案を提出し，その決定を受けて甲の身

柄を確保すべきである」という強い意見もあったものの，最終的には，モントリオール条約第１４

条１に従い，Ｘ国を相手として本事件を国際司法裁判所（以下「ＩＣＪ」という。）に提訴するこ

とを決定した。そして，Ｙ国は，ＩＣＪに「①Ｘ国は甲が本件犯罪行為の容疑者であることを認識

しながら甲のＹ国への引渡しを拒否し，その後３年を経ても，Ｘ国の財政事情を口実にして，甲を

訴追するために，権限のあるＸ国当局に当該事件を付託することを怠っていることにより，モント

リオール条約第７条に継続的に違反していること，②したがって，甲を直ちにＹ国に引き渡すこと

によって国際違法行為を停止する義務があること」を宣言するように請求した。

Ｚ国も，モントリオール条約第１４条１に従い，Ｘ国を相手として，Ｘ国による同条約第７条の

継続的違反行為の停止を請求する訴えをＩＣＪに提起した。この訴えにおいて，Ｚ国は自国の原告

適格につき，「被害者の国籍に関係なく，Ｚ国がモントリオール条約の当事国であることに基づい

て，Ｘ国による継続的違反行為の停止を請求する原告適格を有する」と主張した。

以上を踏まえて，下記の設問に答えなさい。

〔設 問〕

１．ＩＣＪに対するＹ国の請求に対して，ＩＣＪはどのような判決を出し得るかを論じなさい。

管轄権の問題は論じなくてよい。

２．Ｙ国政府内で強い意見があったとされている国連安保理決議案を，Ｙ国が実際に国連安保理

に提出し，同案が国連安保理決定として採択されたとする。これに対し，Ｘ国が「Ｘ国とＹ国

の間にはモントリオール条約が締結されているから，甲のＹ国への引渡しについては，Ｘ国は
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同条約の規定に従って対応する権利を有している」と主張した場合に，Ｙ国はどのような反論

ができるかを論じなさい。

３．原告適格に関するＺ国の主張を国際法に照らして評価しなさい。

【参考資料】モントリオール条約

この条約の締約国は，

民間航空の安全に対する不法な行為が人及び財産の安全を害し，航空業務の運営に深刻な影響を及

ぼし，また，民間航空の安全に対する世界の諸国民の信頼を損なうものであることを考慮し，

そのような行為の発生が重大な関心事であることを考慮し，

そのような行為を抑止する目的をもつて犯人の処罰のための適当な措置を緊急に講ずる必要がある

ことを考慮して，

次のとおり協定した。

第１条 １ 不法かつ故意に行う次の行為は，犯罪とする。

（ａ） （略）

（ｂ） 業務中の航空機を破壊し，又は業務中の航空機に対しその飛行を不能にする損害若しくは

飛行中のその安全を損なうおそれがある損害を与える行為

（ｃ）～（ｅ） （略）

２ （略）

第５条 １ いずれの締約国も，次の場合には，犯罪行為につき自国の裁判権を設定するために必要

な措置をとる。

（ａ） 犯罪行為が当該締約国の領域内において行われた場合

（ｂ） 犯罪行為が当該締約国において登録された航空機に対し又はその機内で行われた場合

（ｃ） 機内で犯罪行為の行われた航空機が容疑者を乗せたまま当該締約国の領域内に着陸する場

合

（ｄ） 犯罪行為が，当該締約国内に主たる営業所を有する賃借人若しくは主たる営業所を有しな

いが当該締約国内に住所を有する賃借人に対して乗組員なしに賃貸された航空機に対し又は

その機内で行われた場合

２ 容疑者が領域内に所在する締約国は，１（ａ），（ｂ），（ｃ）又は（ｄ）の場合に該当する他のい

ずれの締約国に対しても第８条の規定に従つてその容疑者を引き渡さない場合に第１条１（ａ）か

ら（ｃ）までに定める犯罪行為及びこれらの犯罪行為に係る同条２に定める犯罪行為につき自国の

裁判権を設定するため，必要な措置をとる。

３ この条約は，国内法に従つて行使される刑事裁判権を排除するものではない。

第６条 １ 犯人又は容疑者が領域内に所在する締約国は，状況によつて正当であると認める場合に

は，その者の所在を確実にするため抑留その他の措置をとる。この措置は，当該締約国の法令に定

めるところによるものとするが，刑事訴訟手続又は犯罪人引渡手続を開始するために必要とする期

間に限つて継続することができる。

２ １の措置をとつた締約国は，事実について直ちに予備調査を行う。

３ １の規定に基づいて抑留された者は，その国籍国の最寄りの適当な代表と直ちに連絡をとるため

の援助を与えられる。

４ いずれの国も，この条の規定に基づいていずれかの者を抑留する場合には，前条１（ａ），（ｂ），

（ｃ）又は（ｄ）の場合に該当する国，抑留された者の国籍国及び適当と認めるときはその他の利

害関係国に対し，その者が抑留されている事実及びその抑留が正当とされる事情を直ちに通告する。

２の予備調査を行つた国は，その結果をこれらの国に対して直ちに報告するものとし，かつ，自国

が裁判権を行使する意図を有するかどうかを明示する。

第７条 容疑者が領域内で発見された締約国は，その容疑者を引き渡さない場合には，当該犯罪行為
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が自国の領域内で行われたものであるかどうかを問わず，いかなる例外もなしに，訴追のため自国

の権限ある当局に事件を付託する義務を負う。その当局は，自国の法令に規定する通常の重大な犯

罪の場合と同様の方法で決定を行う。

第８条 １，２ （略）

３ 条約の存在を犯罪人引渡しの条件としない締約国は，犯罪人引渡しの請求を受けた国の法令に定

める条件に従い，相互間で，犯罪行為を引渡犯罪と認める。

４ 各犯罪行為は，締約国間の犯罪人引渡しに関しては，当該犯罪行為が行われた場所のみでなく，

第５条１（ｂ），（ｃ）又は（ｄ）の規定に従つて裁判権を設定すべき国の領域内においても行われ

たものとみなす。

第１４条 １ この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交渉によつて解決することができ

ないものは，それらの締約国のうちいずれか一国の要請によつて仲裁に付託される。紛争当事国が

仲裁の要請の日から六箇月以内に仲裁の組織について合意に達しない場合には，それらの紛争当事

国のうちいずれの一国も，国際司法裁判所規程に従つて国際司法裁判所に紛争を付託することがで

きる。

２，３ （略）
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〔第２問〕（配点：５０）

Ｘ国はＹ国に隣接する小国であり，Ｙ国は，海洋に面した経済大国である。Ｙ国に所在するＹ国法人

である会社甲社及び乙社は，Ｙ国内の大規模な工場で石油からガソリンを精製し販売している。Ｘ国に

はガソリンを精製する会社がなく，ガソリンを甲社及び乙社からの輸入に全面的に依存している。とこ

ろが，甲社及び乙社は，談合の上，ガソリンの供給量を減少させた。この結果，Ｘ国及びＹ国における

ガソリンの価格は２倍になった。そこで，Ｙ国の公正取引委員会は，甲社及び乙社の上記行為がＹ国の

独占禁止法に違反する行為に当たるとして，甲社及び乙社に対して，制裁金を科すための審査手続を開

始した。他方，Ｘ国の公正取引委員会も，甲社及び乙社の行為がＸ国の独占禁止法に違反するとして，

Ｙ国に所在する甲社及び乙社に対し，制裁金を科すための審査を開始すると決定した。Ｙ国は，Ｘ国に

よる同国の独占禁止法の適用は国際法違反であると主張した。それにもかかわらず，Ｘ国の公正取引委

員会の担当官は，Ｙ国に所在する甲社及び乙社に赴き，本件談合に係る可能性のある資料を提出するよ

うに命じる書面を手交した。Ｘ国の独占禁止法では，提出命令を拒否した場合には，制裁金が科される

こととなっている。

ところで，この事件の５年後に，甲社は，石油を用いてプラスチック製品を作る工場を，Ｘ国との国

境付近のＹ国領域内に建設することを計画した。Ｙ国政府は，工場からの排水に含まれ得る有害物質に

ついて，Ｙ国の国内法に定める環境基準に照らし，十分な対策がとられていることを事前に確認の上，

その建設及び稼働を許可した。そこで，甲社は計画に従って工場を完成させた上，同環境基準に従った

操業を行っていた。しかし，ある時，同工場で作業員によって同環境基準に違反する操業が行われた。

このため，同工場から出された汚染排水が地下水を通じてＸ国に流入し，Ｘ国民に対し，重い健康被害

を広範囲にもたらした。そこで，Ｘ国政府は，「Ｘ国民に被害が出た以上は，Ｙ国は，発生した損害に

ついて，Ｙ国政府として責任を負わなければならない」と主張した。その後，Ｙ国政府は，甲社の上記

工場からの排水について検査を行い，同国国内法に定める環境基準の遵守を徹底するように甲社に命令

した。これを受けて甲社は，直ちに同工場に当該環境基準の徹底遵守を指示するとともに，同工場に新

しい排水浄化装置を設置した。甲社は，新設した排水浄化装置は最先端の設備であり，現在の科学的知

見に従えば，排出される有害物質の量は微小で，その人体への影響は完全に無視できるほど小さいと主

張している。これに対しＸ国は，甲社の主張に対抗する有力な科学的見解があり，同見解に従えば依然

として健康被害が引き起こされる可能性は十分にあると主張している。Ｘ国は，Ｙ国を相手取り，甲社

の上記工場の操業停止を求めて国際司法裁判所に提訴し，同時に，甲社の同工場の操業を直ちに差し止

めるようにＹ国に命じる暫定措置を要請した。Ｘ国とＹ国は，共に国際司法裁判所規程の当事国であり，

選択条項受諾宣言をしている。

以上を踏まえて，下記の設問に答えなさい。

〔設 問〕

１．甲社及び乙社が談合の上ガソリンの供給量を減少させ価格を引き上げた行為に対してＸ国の独占

禁止法を適用することは国際法違反であるというＹ国の主張に対して，Ｘ国はどのような反論をな

し得るか論じなさい。

また，Ｘ国の公正取引委員会の担当官が談合に係る可能性のある資料を提出するように命じる書

面をＹ国において手交した行為に対して，Ｙ国は，執行管轄権の観点からどのような主張ができる

か論じなさい。

２．Ｘ国政府の「Ｘ国民に被害が出た以上は，Ｙ国は，発生した損害について，Ｙ国政府として責任

を負わなければならない」という主張に対して，Ｙ国は，国際法上，どのような反論をなし得るか

を論じなさい。Ｘ国政府のこの主張以降にＹ国政府のとった措置は考慮しなくてよい。

３．国際司法裁判所において，Ｘ国は，暫定措置を要請するに当たり，甲社の工場の操業を差し止め

る必要性を，どのような根拠で主張し得るかについて論じなさい。
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［国際関係法（私法系）］

〔第１問〕（配点：５０）

共に甲国人であった男Ｘと女Ｙは，１９９５年に甲国において甲国法に従い婚姻した。Ｘは，婚

姻の直後に甲国に所在するＡ建物の所有権を取得した。その後，２０００年にＸとＹはともに来日

し，飲食業を営みながら日本で婚姻生活を営んでいた。その事業は順調に発展し，Ｘは，来日後約

１０年を経過した２０１０年に日本に所在するＢ土地の所有権を取得し，２０１２年には日本に所

在するＣ土地の所有権も取得した。なお，ＸとＹは，Ｃ土地の所有権取得の前年である２０１１年

に日本に帰化し，双方とも，日本の国籍だけを有するに至った。

２０１５年にＸが死亡し，Ｙが相続すべきＸの財産の範囲を日本の裁判所は確定しなければなら

ない。ＸとＹの婚姻は有効に成立しており，甲国法は次の規定を有しているものとして，以下の設

問に答えなさい。

【甲国国際私法】

① 夫婦財産制は，夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により，その法がない場合におい

て夫婦の本国法が同一であるときはその法による。

【甲国民法】

② 夫婦の一方が婚姻中に取得した財産は，夫婦の共有に属する財産とする。

③ ②の規定にかかわらず，夫婦は，婚姻前又は婚姻中いつでも，その財産について書面により夫

婦財産契約を締結できる。

〔設 問〕

１．ＸとＹは，婚姻前からＸの死亡までの全期間を通じて，その財産関係につきいかなる合意も

していなかったとする。次の物に関する夫婦財産制には，いずれの国の法が適用されるか。

⑴ Ａ建物

⑵ Ｂ土地

⑶ Ｃ土地

２．ＸとＹは，婚姻後，来日する前に，「Ａ建物の所有権はＸの特有財産とする」旨の夫婦財産

契約を甲国において書面により締結していたとすると，ＸとＹとの間において，Ａ建物の所有

権はＸの特有財産となり得るか。

３．ＸとＹは，来日直後に，双方の署名と日付のある書面により，「婚姻中に取得される財産に

ついて，夫婦の財産関係は甲国法による」旨の合意をしていたとする。ＸとＹとの間における

この合意の効力について，次の問いに答えなさい。

⑴ この合意により，Ｃ土地の所有権に関するＸとＹの財産関係には，いずれの国の法が適用

されるか。

⑵ この合意に，「ただし，日本に所在する土地については日本法による」との合意が付加さ

れていたとすると，Ｂ土地の所有権に関するＸとＹの財産関係には，いずれの国の法が適用

されるか。
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〔第２問〕（配点：５０）

Ｘは，日本に主たる営業所を有する日本法人であり，Ｙは，甲国に主たる営業所を有する甲国法

人である。ＸとＹは，それぞれの国において，化粧品を製造・販売している。

〔設 問〕

１．Ｙは，日本の市場に初めて進出するに際し，自社製品と近い商品を扱っているＸが日本の顧

客から注文をとる代理人として適切であると考え，Ｘとの間で次の趣旨の合意を含む委任契約

を締結した。すなわち，「Ｘは，日本における顧客との間で，Ｙの名前と計算により売買契約

を締結する」，「Ｙは，その商品を顧客に直接送付し，その代金のうちから手数料をＸに支払う」

というものである。ＸとＹは委任契約の準拠法として甲国法を選択したものとして，次の問い

に答えなさい。

⑴ ＸとＹとの間において，Ｘが代理権を有するか否かは，いずれの国の法で判断すべきか。

⑵ 日本における顧客である小売業者Ｔとの間でＸがした売買契約の効力がＹに及ぶか否かは，

いずれの国の法で判断すべきか。

２．その後，日本の市場において自社製品が知られるようになったために，Ｙは，自社製品を日

本において大量に販売すべく，Ｘとの間で次の趣旨の基本契約を締結した。すなわち，「Ｙは，

Ｘに対して，Ｘの名前と計算によりＹの製品を日本において販売する権利を許諾する」，「Ｙは，

１０年の期間，日本においてはＸのみを販売店とし，Ｘ以外の者を販売店とはしない」，「Ｘは，

この基本契約に基づいて締結される個別の売買契約に従い，Ｙから商品を購入する」というも

のである。しかし，数年後，Ｘの販売実績に不満を持ったＹは，日本に主たる営業所を有する

日本法人Ｗを日本における販売店に加えた。国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は

ないものとして，次の問いに答えなさい。

⑴ Ｘは，Ｗを販売店に加えることはＸに日本における独占的販売権を認めた基本契約上の債

務の不履行に該当するとして，Ｙに対して損害の賠償を求め，日本の裁判所に訴えを提起し

た。

ア．ＸとＹとの間に国際裁判管轄につき合意がなかった場合において，日本の裁判所の国際

裁判管轄権を基礎付ける事由を１つだけ挙げなさい。なお，Ｙは，日本に営業所や財産を

一切有していないものとする。

イ．ＸとＹとの間に，「本契約から発生する全ての紛争は，甲国裁判所が国際裁判管轄権を

有する」との書面による合意があったとする。日本の裁判所は国際裁判管轄権を有し得る

か。

⑵ Ｘは，Ｙが日本におけるＸの独占的販売権を侵害したとして，Ｙに対して不法行為に基づ

く損害賠償を求めている。ＸとＹが基本契約の準拠法として甲国法を選択していた場合に，

この不法行為に基づく損害賠償請求には，いずれの国の法が適用されるか。
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